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福岡県市町村公文書館 会計年度任用職員を希望する皆様へ 

[公文書館専門員（相談員） 募集要領] 
 

１ 募集する職種及び人数   

  公文書館専門員（相談員） １名 

 

 

２ 主な職務内容 

公文書館専門員 
利用申請の内容審査、不服申出、相談問い合わせ、 

展示会の企画運営業務等 

 

３ 資格要件等〔公文書館専門員（相談員）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のほか、地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない者であることが必要です。 

 〈欠格条項〉 

  ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま 

での者 

  ・福岡県自治振興組合において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない 

   者 

  ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す 

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

４ 応募申込手続き   応募申込みは、持参又は郵送で受け付けます 

（１）応募書類 

  ア 応募申込書・履歴書・身上調書・欠格条項調書 

（所定の様式に記入すること。様式は福岡共同公文書館のホームページに掲載しています。） 

  イ 「３ 資格要件等」の①・②・③を証する書類 

   （例）①又は② 必要な単位を取得したことがわかる大学等の証明書 

      ③    必要な科目を履修したことがわかる卒業証明書又は単位履修証明書、成

績証明書等 

 

※④については、応募申込書の「職歴」欄に就業経験を記載してください。 

 

（２）応募期限 

   令和７年１月１７日（金）まで 

次のいずれかに掲げる要件を備えている者 

① 司書資格を有する者 

② 学芸員資格を有する者 

③ 政治学、行政学、法学、歴史学（日本近現代史）、図書館情報学、アーカイブズ学、記録

管理学等の分野の科目を履修して大学を卒業した者 

④ 国、地方公共団体、それらに類する機関、民間企業のいずれかにおいて、文書の作成・整

理・保存等の文書管理、文書の補修・製本、文書のデジタル化等の情報処理、歴史・文化等

調査研究の業務に従事して３年以上の経験を有する者 
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   ○ 持参の場合  午前９時から午後５時までです。 

             ※休館日（月曜（月曜日が祝日の場合はその翌日）、祝日、年末年始の休日は

受け付けていません。 

   ○ 郵送の場合   必ず簡易書留郵便によるものとし、封筒の表に、「会計年度任用職

員」と朱書きし、封筒の裏には住所・氏名を書いて下さい。 

             ※令和７年１月１７日（金）午後５時００分必着です。 

   送付先 〒818-0041 福岡県筑紫野市上古賀１－３－１ 福岡共同公文書館総務企画班 

   問い合わせ 総務企画班 ０９２－９１９－６１６６ 

  

    ※応募申込書等の郵送はしませんので御了承ください。 

    ※提出された応募申込書等はお返しできませんので予め御了承ください。 

    ※住所、氏名など個人情報は、選考の目的以外の使用は第三者への提供はいたしません。 

 

５ 任用の方法 

 ○ 書類審査及び面接により任用を決定します。 

○ 面接は福岡共同公文書館で行います。面接日時等は、応募申込書記載の連絡先に個別に連 

絡します（令和７年２月を予定）。 

 ○ 他に就職先が決定した等、福岡県市町村公文書館の会計年度任用職員を希望しなくなった 

場合は、速やかに連絡してください。 

 ○ 原則として複数の希望者の中から任用者を決定しますので、面接等を実施しても任用され 

ない場合があります。 

 

６ 勤務条件等 

（１）勤務場所 

   福岡県市町村公文書館 

（２）任用期間 

   令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

（３）条件付採用 

   採用後１か月間（採用後１か月間の実際に勤務した日が１５日に満たない場合は、１５日

に達するまで）は条件付採用とし、条件付期間中に良好な成績で職務を遂行したときに正式

に採用します。 

（４）勤務時間及び勤務日数 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩：正午～午後１時） 

   月１６日（交代制で土日勤務あり） 

（５）給与等 

   基本給（地域手当相当額を含む。）のほか、通勤手当等の実績手当を支給します。また、

要件を満たす場合は期末・勤勉手当（６月・１２月）を支給します。 

   日額 ８，３５８円 ～ １０，４３４円 

※給与等は、現在の給与制度に基づく金額です。今後の制度改正により変更の可能性があります。  

（６）休日 

   国民の祝日に関する法律で規定する日及び１２月２９日から翌年の１月３日まで。 
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（７）休暇 

   任用期間に応じて、年次有給休暇等の休暇を付与します。 

（８）各種保険の適用 

   法令で定めるところにより、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険が 

適用されます。 

（９）その他 

   正規職員と同様に、地方公務員法に定める以下の規定が適用されます。 

  ・服務の根本基準（第３０条） 

     全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては、全力で職 

務に専念しなければならない。 

  ・服務の宣誓（第３１条） 

     服務の宣誓をしなければならない。 

  ・法令及び上司の命令に従う義務（第３２条） 

     職務遂行に当たって、法令等各種規程に従うとともに、上司の職務命令に忠実に従わ 

なければならない。 

  ・信用失墜行為の禁止（第３３条） 

     その職務の信用を傷つけたり、職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 

  ・秘密を守る義務（第３４条） 

     職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職後においても同様。 

  ・職務に専念する義務（第３５条） 

     勤務時間中、全力を挙げて職務に専念しなければならない。 

  ・政治的行為の制限（第３６条） 

     公の選挙において投票するように勧誘運動を行うなどの政治的行為をしてはならな 

い。 

  ・争議行為等の禁止（第３７条） 

     ストライキ、怠業その他の争議行為又は福岡県自治振興組合の活動能率を低下させる

怠業行為をしてはならない。 


